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Photo : 令和 8 年昭和町新年互礼会
　　　 「新年の抱負」を話したお二人とご家族
　　　 （関連記事：12 ページ町のわだい）



申告期間が間近となりましたが、申告の準備はお済みですか？

のお知らせ
　町では、前年に住民税の申告をされた方に２月上旬に申告書をお送り
しています。申告書が届かない場合でも申告はできますので、ご自分の
収入を確認し、早めに申告を済ませましょう。

●問い合わせ… ・昭和町役場税務課  ☎275-8265
  ・甲府税務署  ☎254-6105

申告をしないと次のことが
受けられない場合があります

○国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の軽減
○医療保険での自己負担額の軽減、高額医療費の限
度額、入院時食事負担額の判定
○介護保険の各種減額証の交付
○高額介護サービス費の負担上限額の判定

年金収入のある方へ
　社会保険料や生命保険料、地震保険料などの所得
控除を受ける申告をすると、翌年度に課税される住
民税が少なくなる場合があります。
　なお、公的年金等の収入額が400万円以下であ
り、かつその他の所得金額が20万円以下の方は、
「確定申告」の必要はありませんが、これらの控除を
受けるためには「住民税の申告」が必要です。

住民税の住宅ローン控除
　所得税の住宅ローン控除を受けた方で、所得税で
控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の住
民税で住宅ローン控除の適用を受けられます。
　この場合、町が控除額の計算を行うため、「住民税
の申告」の必要はありません。ただし、所得税の確定
申告をされる方は、申告書の「特例適用条文」の欄に
必ず居住年月日を記入してください。

医療費控除
　「医療費控除の明細書」の添付が必要です。（医療
費の領収書の添付または提示は必要ありません）
※医療費の領収書は自宅で５年間保存する必要が
あります。（税務署から求められたときは提示ま
たは提出しなければなりません）
※医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付
すると明細の記入を省略できます。（医療費通知
とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知
らせ」等です）

税の申告

住民税 申告のご案内

「住民税の申告」が必要な方
① 令和8年1月1日現在、町内に住民登録がある方
で、令和7年中に所得がある方

※「税務署に所得税の確定申告書を提出する方」、
「年末調整が済んでいる給与所得者または年金収
入のみの方で支払者から役場へ支払報告書が提
出されている方」は、住民税の申告は不要です。

② 令和7年中に所得がなくても次のいずれかに該
当する方

　・ 国民健康保険に加入の方
　・ 介護保険の第１号被保険者
　・ 後期高齢者医療の被保険者
　・ 所得証明、課税（非課税）証明等を必要とする方
　・ 誰の扶養にもなっていない方
　・ 町外に居住する方の扶養親族になっている方

所得税 確定申告のご案内

 「所得税の確定申告」が必要な方
① 営業や農業などの事業所得がある方
② 地代や家賃収入などの不動産所得がある方
③ 給与所得者で次のいずれかに該当する方
　・ 令和７年中の給与の収入金額が2000万円を超

える方
　・ １カ所から給与の支払いを受けている方で、給

与所得や退職所得以外の各種所得金額の合計
額が20万円を超える方

④ 医療費控除を受けようとする方
⑤ 保険の満期返戻金などの一時所得のある方
⑥ 令和7年中の各種所得金額の合計額から、基礎控
除などの所得控除を差し引き、その金額に基づい
て計算した税額が配当控除額を超える方
⑦ 寄付金控除を受けようとする方
※ふるさと納税のワンストップ特例を選択した
方が確定申告する場合、ワンストップ特例の適
用が無くなります。

昭和町の相談会場では受付ができない申告
　次に該当する方は、甲府税務署の申告会場で申告
をしてください。お問い合わせについても甲府税務
署へお願いします。
①青色申告の方
②株式の売却、先物取引（ＦＸを含む）、仮想通貨の
所得がある方
③土地、家屋などの売却による所得がある方
④準確定申告（確定申告をしなければならない方が
亡くなった場合）
⑤過年分の確定申告

⑥外国に住む方の扶養控除
⑦外国税額控除
⑧雑損控除がある方
⑨損失申告
⑩退職所得がある方
※その他、町で申告を受けることが困難な場合には、甲
府税務署をご案内させていただく場合があります。
※②③に係る所得が20万円以下の場合、税務署で
は受け付けてもらえない場合があります。その場
合は、住民税の申告をしてください。

個人番号の記載と本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。マイナンバーカードをお持ちでない方は、通知カー
ドまたは個人番号が記載された住民票の写しと身元確認書類（運転免許証、在留カードなど）を必ずお持ちください。

マイナンバーが必要です

地区別申告相談日

詳しくは国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）をご覧ください。
e-Tax・作成コーナーヘルプデスク　☎0570-01-5901

e-Taxや郵送でも申告が可能です。申告会場に行く手間がかからず、確定申告期間中は
24時間いつでも利用できるe-Taxが便利ですので、ご活用ください。

○事前に収支内訳書や医療費控除の明細書など、必要書類を必ず整理・作成して持参してください。書類等に不備があ
る場合には、申告相談を受け付けられない場合があります。

○当日は受付で入場整理券を配布します。配布状況によっては受付を早めに締め切る場合があります。

受付時間　 午前8時30分 ～ 午後3時30分（正午から午後1時の間は除く）
※混雑状況によっては午前中に受付をされても申告相談は午後になる
場合があります。また、受付終了時間を早める場合があります。

申告時間　午前9時～11時30分　午後1時～
相談場所　役場庁舎裏　別棟2階会議室

※土・日・祝日は、３月１日（日）
の午前中のみ開催します（地
区の限定はありません）

 相談日程 対象地区
2月16日（月）～ 20日（金） 西条一区・西条二区・清水新居
2月24日（火）～ 3月2日（月） 西条新田・押越・河東中島
3月  3日（火）～ 9日（月） 紙漉阿原・築地新居・飯喰・河西
3月10日（火）～ 16日（月） 上河東・上河東二区
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昭和町消防団
Showa Fire Volunteer

伝統と誇
地域の「安心」と「絆」を守る

り

山梨県知事勲功章
本　部【副 団 長】　塩澤　政博

中北地域県民センター所長表彰
第３部【班　　長】　今福　和良

全国防犯協会連合会防犯栄誉銅賞表彰
本　部【副 団 長】　塩澤　政博

山梨県防犯協力功労県民表彰
本　部【団　　長】　遠藤　善照

山梨県防犯協会功労会員表彰
本　部【指導部長】　伊藤　克人

南甲府警察署長並びに
山梨県防犯協会南甲府支部長表彰
第１部【部　　長】　野呂瀬　直
第12部【甲 要 員】　若林　　俊
第10部【甲 要 員】　小島　啓輔
第３部【乙 要 員】　渡辺　晃次
第１部【乙 要 員】　長谷川直樹

消防功労者感謝状
本　部【副 団 長】　 萩原　勝彦（故人）
日本消防協会　精績章
第２部【部　　長】　渡辺　隆行

昭和町長表彰
第８部【部　　長】　福嶋　克仁

第４部【部　　長】　塩田　一輝
第５部【部　　長】　海野　能玄
第６部【部　　長】　佐野　元季
第７部【部　　長】　古屋　　仁
第９部【部　　長】　坂田　聡明
第10部【部　　長】　降矢　将里
第11部【部　　長】　萩原　　武
第12部【部　　長】　萩元　勝博
20年勤続表彰
本　部【指導部長】　伊藤　克人
15年勤続表彰
第１部【団　　員】　小林　克至
第１部【団　　員】　小林　功二

10年勤続表彰
第10部【部　　長】　降矢　将里
第４部【団　　員】　荊澤　　亮
第７部【団　　員】　花形　裕紀
第12部【班　　長】　河住　健一
第12部【乙 要 員】　玉城　克司
山梨県消防協会会長表彰
（甲種功労章）
第12部【乙 要 員】　山田　克也
山梨県消防協会会長表彰
（乙種功労章）
第５部【乙 要 員】　三神　久忠 
第５部【団　　員】　田中　優貴 

第12部【甲 要 員】　若林　　俊
第１部【部　　長】　野呂瀬　直
山梨県消防協会甲府地区支部長表彰
第２部【乙 要 員】　丹澤　大樹
第１部【団　　員】　小林　功二
第５部【団　　員】　上田　翔太
昭和町消防団長表彰
第５部【班　　長】　手塚　武士
第１部【班　　長】　野沢　敏樹
第２部【班　　長】　望月　秀一
第４部【班　　長】　中村　亮介
第６部【班　　長】　小澤　友陽
第７部【班　　長】　小幡　健人

第８部【班　　長】　依田　英樹
第９部【班　　長】　今澤　雄希
第10部【班　　長】　菅野　　雅
第11部【班　　長】　中村　友哉
5年勤続表彰
第10部【班　　長】　菅野　　雅
第４部【甲 要 員】　瀬戸　啓太
第７部【乙 要 員】　望月　準平
第８部【団　　員】　樋川　浩也
第９部【乙 要 員】　堀内　友徳
第11部【乙 要 員】　小池　知矢

受賞者紹介

1月12日（月・祝）、「令和8年昭和町消防
出初式」が行われました。
消防団員の各種表彰が行われたほか、消
防訓練礼式およびポンプ車操法が披露さ
れ、防災への決意を新たにしました。

出初式
令和8年

昭和町消防

消防訓練礼式1
消防訓練礼式は、消防団員が災害現場で安全
かつ迅速に行動するために必要な、基本動作
や規律を身につける訓練です。号令に合わせて
整列や行進、敬礼などの動作を行い、団として
の統率や連携を高めます。一つ一つの動作を
丁寧に確認することで、非常時の混乱を防ぎ、
地域の安全を守る力につなげています。

ポンプ車操法
ポンプ車操法は、消防団員がポンプ車を使用
して、火災発生時に迅速かつ安全に消火活動
を行うための訓練です。ポンプ操作やホースの
延長、放水までの一連の動作を、定められた手
順と役割分担に基づいて行います。正確さと連
携を重視した訓練を重ねることで、地域の生命
と財産を守る実践力を高めています。
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出初式」が行われました。
消防団員の各種表彰が行われたほか、消
防訓練礼式およびポンプ車操法が披露さ
れ、防災への決意を新たにしました。

出初式
令和8年

昭和町消防

消防訓練礼式1
消防訓練礼式は、消防団員が災害現場で安全
かつ迅速に行動するために必要な、基本動作
や規律を身につける訓練です。号令に合わせて
整列や行進、敬礼などの動作を行い、団として
の統率や連携を高めます。一つ一つの動作を
丁寧に確認することで、非常時の混乱を防ぎ、
地域の安全を守る力につなげています。

ポンプ車操法
ポンプ車操法は、消防団員がポンプ車を使用
して、火災発生時に迅速かつ安全に消火活動
を行うための訓練です。ポンプ操作やホースの
延長、放水までの一連の動作を、定められた手
順と役割分担に基づいて行います。正確さと連
携を重視した訓練を重ねることで、地域の生命
と財産を守る実践力を高めています。
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　町では今まで行っていた「宿泊型産後ケア
事業」の助成に加え、産後のママたちが少し
でも安心でき、赤ちゃんとの暮らしに自信が
持てるように、令和7年12月から新たに「日
帰り型産後ケア事業」の利用料助成をはじめ
ました。

　物価高騰により、食料品や光熱水費などの価格が上昇し、町民の皆さまの生活に大きな影響が生じています。本
町では、国の『物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金』を活用して、生活負担の軽減と暮らしの安定を図るた
め、支援金給付事業を実施します。物価高騰の影響は町民全体に及んでいることから、基本的には全世帯を対象と
します。そのうえで、特に影響が大きいと考えられる世帯には、追加の支援（高齢者給付、ひとり親世帯給付）を行い
ます。
　令和8年2月以降、順次申請用紙を郵送いたしますので、内容をご確認ください。

●問い合わせ…いきいき健康課　☎275-8785（直通）

昭和町物価高騰対策支援金給付事業
お知らせについて

の
物価高対応子育て応援手当
山梨物価高対応子育て応援特別給付金のお知らせ

日帰り型産後ケア事業の
利用料助成をはじめました！

物価高騰の影響を受けている子育て世帯を支援するため、「物価高対応子育て給付金」を支給します。

及び

次のすべてに当てはまる世帯が対象です。
●令和7年9月分の児童手当の支給対象児童の保護者（※令和7年9月に出生した児童については10月分）
●令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
●令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚（離婚調停中等も含む）をして児童手当の認定を受けた方

支給
対象者

●原則、申請は不要です。児童手当受給口座等へ振り込みます。希望しない場合は、ご案内に同封の物価高対応子育て応援
手当及び山梨物価高対応子育て応援特別給付金受給拒否の届出書を期日までに返送してください。

ただし、次に記載する方は申請が必要です。
●令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
●所属庁から児童手当を受給している公務員
●令和7年10月1日から令和8年3月31日に離婚（離婚調停中等も含む）により児童手当の申請が必要になった保護者

※公務員の方は各所属長から、その他の方については昭和町役場からご案内を郵送いたしました。

支給方法

児童一人あたり【4万円】支給額

　令和7年10月1日以降に出生した児童の保護者などで、申請が必要な方につきましては、令和8年1月31日までと通知させていただきま
したが、申請されていない方につきましては、早急にご申請をお願いします。
　また、公務員の方につきましては、期限について昭和町からお知らせしていませんが、令和8年2月15日までに申請をお願いします。

申請が必要な場合の申請期限

【令和8年2月下旬頃から随時支給】を予定しています。支給時期

■問い合わせ…町民窓口課　☎275-8264
　受付時間 ： 平日8時30分から17時15分

対象者、利用場所、利用料金など

●ママの里を申請された方…電話でご予約ください　☎268-3575（受付：平日10 時 ~16 時）
●いちばん星を申請された方…ホームページで予約をしてください
　　　　　　　　　　　　　（受付：前月10日14 時～15日、問い合わせ：平日10 時～16 時）

●町役場いきいき健康課に来所
家族による代理申請でも可能ですが、
妊娠や出産時、現在の母子の様子を
書く欄や、保健師による聞き取りがあ
ります。

●産後ケア事業利用申請書に記
入後、申請書の項目に基づき、
保健師が聞き取り

来所1.

日帰り型
（通所型）

宿泊型

New 生後5か月未満の母子 産前産後ケアセンターママの里
（笛吹市石和町窪中島587-112）

生後1歳未満の母子 いちばん星（昭和町河東中島748-2）

1日500円
※非課税世帯は250円、
生活保護世帯は0円

生後5か月未満の母子 産前産後ケアセンターママの里
1泊3,600円
※非課税世帯は1,100円、
生活保護世帯は0円

利用料の補助
は宿泊型と日
帰り型を合わ
せて5泊（5日）
まで原則3泊4日

5日まで

対象者 利用場所 自己負担金
（昼食代別途あり） 利用日数・回数

申請2. 予約3.
●申請後 3日後
(土日祝を除く)
以降に電話で予
約

◀いちばん星HP

世帯給付
個人給付

対　　象 全ての世帯および全町民（令和8年1月28日現在の住民基本台帳に記録されてい
る者および世帯）
※ただし、令和8年1月29日以降3月31日までに出生した新生児も給付対象とします。

申請方法 対象世帯（世帯主宛）へ送付する郵便に同封の「申請書兼振込依頼書」の必要事項
を記入の上、振込希望の通帳の写しを裏面に添付し、返信用封筒で郵送、または昭
和町役場総務課に提出して申請してください。

給 付 額 一世帯あたり10,000円　＋　町民一人あたり　3,000円
※世帯の総額をまとめて代表者（指定口座）へお振込みいたします。

申請期限 令和８年３月２日（月）
※期限を過ぎた場合は受給辞退とみなされますので、期限内に申請をお願いします。
（令和8年1月29日以降3月31日までに出生した新生児については、申請期限を延長予
定です。）

■問い合わせ先…総務課　☎275-8153

ひとり親世帯
給付

対　　象 令和8年1月に児童扶養手当を受給した世帯の児童

支給方法 令和8年２月以降　児童扶養手当振込口座へ支給

給 付 額 児童１人あたり10,000円

■問い合わせ先…子育て支援課　☎267-5255

高齢者給付
対　　象 65歳以上の高齢者 （令和8年1月28日現在の住民基本台帳に記録されており、

かつ昭和36年4月1日以前に出生された方）

申請方法 ●対象者が、上記「世帯給付・個人給付」の受給口座名義人である場合は、世帯の総
額をまとめて「世帯給付・個人給付」と同じ口座に支払いますので申請は不要で
す。対象者（代表者）へ「支払通知書」を送付します。
●対象者が、上記「世帯給付・個人給付」の受給口座名義人でない場合は、対象者
（代表者）へ送付する郵便に同封する「口座振替依頼書」に必要事項を記入の上、
振込希望の通帳の写しを裏面に添付し、返信用封筒で郵送、または昭和町役場
福祉介護課に提出して申請してください。

給 付 額 一人あたり5,000円　※代表者（指定口座）へお振込みいたします。

申請期限 令和８年３月２日（月）

■問い合わせ先…福祉介護課　☎275-8784

追加支援

追加支援
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　町では今まで行っていた「宿泊型産後ケア
事業」の助成に加え、産後のママたちが少し
でも安心でき、赤ちゃんとの暮らしに自信が
持てるように、令和7年12月から新たに「日
帰り型産後ケア事業」の利用料助成をはじめ
ました。

　物価高騰により、食料品や光熱水費などの価格が上昇し、町民の皆さまの生活に大きな影響が生じています。本
町では、国の『物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金』を活用して、生活負担の軽減と暮らしの安定を図るた
め、支援金給付事業を実施します。物価高騰の影響は町民全体に及んでいることから、基本的には全世帯を対象と
します。そのうえで、特に影響が大きいと考えられる世帯には、追加の支援（高齢者給付、ひとり親世帯給付）を行い
ます。
　令和8年2月以降、順次申請用紙を郵送いたしますので、内容をご確認ください。

●問い合わせ…いきいき健康課　☎275-8785（直通）

昭和町物価高騰対策支援金給付事業
お知らせについて

の
物価高対応子育て応援手当
山梨物価高対応子育て応援特別給付金のお知らせ

日帰り型産後ケア事業の
利用料助成をはじめました！

物価高騰の影響を受けている子育て世帯を支援するため、「物価高対応子育て給付金」を支給します。

及び

次のすべてに当てはまる世帯が対象です。
●令和7年9月分の児童手当の支給対象児童の保護者（※令和7年9月に出生した児童については10月分）
●令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
●令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚（離婚調停中等も含む）をして児童手当の認定を受けた方

支給
対象者

●原則、申請は不要です。児童手当受給口座等へ振り込みます。希望しない場合は、ご案内に同封の物価高対応子育て応援
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●いちばん星を申請された方…ホームページで予約をしてください
　　　　　　　　　　　　　（受付：前月10日14 時～15日、問い合わせ：平日10 時～16 時）

●町役場いきいき健康課に来所
家族による代理申請でも可能ですが、
妊娠や出産時、現在の母子の様子を
書く欄や、保健師による聞き取りがあ
ります。

●産後ケア事業利用申請書に記
入後、申請書の項目に基づき、
保健師が聞き取り
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利用料の補助
は宿泊型と日
帰り型を合わ
せて5泊（5日）
まで原則3泊4日

5日まで

対象者 利用場所 自己負担金
（昼食代別途あり） 利用日数・回数

申請2. 予約3.
●申請後 3日後
(土日祝を除く)
以降に電話で予
約

◀いちばん星HP

世帯給付
個人給付

対　　象 全ての世帯および全町民（令和8年1月28日現在の住民基本台帳に記録されてい
る者および世帯）
※ただし、令和8年1月29日以降3月31日までに出生した新生児も給付対象とします。

申請方法 対象世帯（世帯主宛）へ送付する郵便に同封の「申請書兼振込依頼書」の必要事項
を記入の上、振込希望の通帳の写しを裏面に添付し、返信用封筒で郵送、または昭
和町役場総務課に提出して申請してください。

給 付 額 一世帯あたり10,000円　＋　町民一人あたり　3,000円
※世帯の総額をまとめて代表者（指定口座）へお振込みいたします。

申請期限 令和８年３月２日（月）
※期限を過ぎた場合は受給辞退とみなされますので、期限内に申請をお願いします。
（令和8年1月29日以降3月31日までに出生した新生児については、申請期限を延長予
定です。）

■問い合わせ先…総務課　☎275-8153

ひとり親世帯
給付

対　　象 令和8年1月に児童扶養手当を受給した世帯の児童

支給方法 令和8年２月以降　児童扶養手当振込口座へ支給

給 付 額 児童１人あたり10,000円

■問い合わせ先…子育て支援課　☎267-5255

高齢者給付
対　　象 65歳以上の高齢者 （令和8年1月28日現在の住民基本台帳に記録されており、

かつ昭和36年4月1日以前に出生された方）

申請方法 ●対象者が、上記「世帯給付・個人給付」の受給口座名義人である場合は、世帯の総
額をまとめて「世帯給付・個人給付」と同じ口座に支払いますので申請は不要で
す。対象者（代表者）へ「支払通知書」を送付します。

●対象者が、上記「世帯給付・個人給付」の受給口座名義人でない場合は、対象者
（代表者）へ送付する郵便に同封する「口座振替依頼書」に必要事項を記入の上、
振込希望の通帳の写しを裏面に添付し、返信用封筒で郵送、または昭和町役場
福祉介護課に提出して申請してください。

給 付 額 一人あたり5,000円　※代表者（指定口座）へお振込みいたします。

申請期限 令和８年３月２日（月）

■問い合わせ先…福祉介護課　☎275-8784

追加支援

追加支援
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ファミリーサポートしょうわ
～ 子育てサポーター養成講座 ～ ご案内

　ファミサポでは、子育てを手助けする有償ボランティアを行っています。安心し
て活動に入っていただくために、毎年サポート養成講座を行っています。最新の
子育てを一緒に学びましょう。
　興味をお持ちの方・今は活動が無理でも学びたい方はぜひご参加ください。も
う一度学びたい方、単発の受講も大歓迎です。こどもたちを健やかに育てる学び
を通して世界を広げましょう。

●会場…昭和町総合会館２階 相談・講習室等 ●持ち物…筆記用具・弁当（一度自宅へ戻る方は必要ありません。）
●定員…15名（定員になり次第締め切ります。） ●受講料…無料
●問い合わせ ・ 受講申込み…子育て支援課ファミリー・サポートしょうわ　☎275-8115へ

子育てふぁーむ

実施内容 ・ 日程たべるとうごくでツヨイからだ！

2026

主   催 健康フェスタ2026実行委員会
昭和町食生活改善推進員会・昭和町母子愛育会構成団体
昭和町役場いきいき健康課　☎275-8785事 務 局

社会福祉法人さかき会・きららベーカリー
（株）クスリのサンロード・昭和町緑化推進委員会
女性防災ネット昭和

協力団体

10：00～12：30

乳和食すいとんの試食
牛乳×和食を組み合わせた「乳和食」はカルシウム摂取と
減塩が期待できます！ぜひご賞味あれ♪

11：00～

10：10～11：00

コツコツ　骨太運動！
アジリティ＆ラン（ヘルスアップ）

牛さんと遊ぼう
手作りの牛さんと一緒に記念撮影ができるブースを用意
しています♪

ミニカフェ

ニュー

あたたかいカフェでちょこっとひと息しませんか？
お菓子もご用意しています♪

食育クイズコーナー
食にまつわるあれこれ！クイズに挑戦してみよう★

その他 見て！知って！体験できるコーナーがいっぱい♪

♪カラダ測定コーナー
♪手洗いチェック
♪子育て家庭の防災コーナー
　女性防災ネット昭和
♪展示コーナー
　愛育会・食生活改善推進員の活動など
♪販売コーナー
　みらいファーム・きららベーカリー
♪お花プレゼント

10：30～

11：00～

講師  （一社）ヴァンフォーレスポーツクラブ
　　　 フィットネスダイレクター

講師  川上 琴美 氏

谷 真一郎 氏

11：10～12：00
親子でＥｎｊｏｙ！
対象 0才～未就学児とご家族

NPO　M.エイトスポーツクラブ　監事
（元山梨学院大学保育科教授・スポーツ科学科講師）

受付11：00～

骨粗しょう症、フレイル予防に！
運動が苦手な方でも…簡単！楽しく！
からだを動かせます
子どもからお年寄りまで、どなたでも
ご参加いただけます

広い会場でおもいっきりからだを
動かしてみませんか？
いつもとちょっと違ったご家族の
ふれあいの時間が作れるといいですね♪

フェスタ健康フェスタ健康フェスタ健康フェスタ健康フェスタ健康フェスタ健康

対象：小学生以上
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ファミリーサポートしょうわ
～ 子育てサポーター養成講座 ～ ご案内

　ファミサポでは、子育てを手助けする有償ボランティアを行っています。安心し
て活動に入っていただくために、毎年サポート養成講座を行っています。最新の
子育てを一緒に学びましょう。
　興味をお持ちの方・今は活動が無理でも学びたい方はぜひご参加ください。も
う一度学びたい方、単発の受講も大歓迎です。こどもたちを健やかに育てる学び
を通して世界を広げましょう。

●会場…昭和町総合会館２階 相談・講習室等 ●持ち物…筆記用具・弁当（一度自宅へ戻る方は必要ありません。）
●定員…15名（定員になり次第締め切ります。） ●受講料…無料
●問い合わせ ・ 受講申込み…子育て支援課ファミリー・サポートしょうわ　☎275-8115へ

子育てふぁーむ

実施内容 ・ 日程たべるとうごくでツヨイからだ！

2026

主   催 健康フェスタ2026実行委員会
昭和町食生活改善推進員会・昭和町母子愛育会構成団体
昭和町役場いきいき健康課　☎275-8785事 務 局

社会福祉法人さかき会・きららベーカリー
（株）クスリのサンロード・昭和町緑化推進委員会
女性防災ネット昭和

協力団体

10：00～12：30

乳和食すいとんの試食
牛乳×和食を組み合わせた「乳和食」はカルシウム摂取と
減塩が期待できます！ぜひご賞味あれ♪

11：00～

10：10～11：00

コツコツ　骨太運動！
アジリティ＆ラン（ヘルスアップ）

牛さんと遊ぼう
手作りの牛さんと一緒に記念撮影ができるブースを用意
しています♪

ミニカフェ

ニュー

あたたかいカフェでちょこっとひと息しませんか？
お菓子もご用意しています♪

食育クイズコーナー
食にまつわるあれこれ！クイズに挑戦してみよう★

その他 見て！知って！体験できるコーナーがいっぱい♪

♪カラダ測定コーナー
♪手洗いチェック
♪子育て家庭の防災コーナー
　女性防災ネット昭和
♪展示コーナー
　愛育会・食生活改善推進員の活動など
♪販売コーナー
　みらいファーム・きららベーカリー
♪お花プレゼント

10：30～

11：00～

講師  （一社）ヴァンフォーレスポーツクラブ
　　　 フィットネスダイレクター

講師  川上 琴美 氏

谷 真一郎 氏

11：10～12：00
親子でＥｎｊｏｙ！
対象 0才～未就学児とご家族

NPO　M.エイトスポーツクラブ　監事
（元山梨学院大学保育科教授・スポーツ科学科講師）

受付11：00～

骨粗しょう症、フレイル予防に！
運動が苦手な方でも…簡単！楽しく！
からだを動かせます
子どもからお年寄りまで、どなたでも
ご参加いただけます

広い会場でおもいっきりからだを
動かしてみませんか？
いつもとちょっと違ったご家族の
ふれあいの時間が作れるといいですね♪

フェスタ健康フェスタ健康フェスタ健康フェスタ健康フェスタ健康フェスタ健康

対象：小学生以上

月　　日 時　　間 講義科目 講　　師

2月10日（火）

午前９時50分 開講式

午前10時～ 11時 昭和町子育て施策について
子育て支援課
児童家庭係兼児童館統括係長：
石原 早希

午前11時～正午 昭和町の子育て事情と
こども家庭センターの役割

こども家庭センター
センター長：戸倉 由紀

２月16日（月）
午前10時～正午 こどもの事故と安全

応急処置法
西武文理大学
教授：茂手木 明美 先生

午後１時～３時 保育の心 山梨県立大学
名誉教授：池田 政子 先生

２月27日（金） 午前９時～午後１時 こどもの心の
発達過程と関わり

山梨県立大学名誉教授
精神科医：坂本 玲子 先生

３月４日（水）
午前10時～ 11時 こどものあそび

リトミック講師・
赤ちゃん育児マイスター：
鶴田 香予子 先生

午前11時～正午 ファミリーサポートについて ファミリーサポートしょうわ
萩元 知恵子

３月９日（月）

午前10時～正午 こどものおやつ作り 食生活改善推進員会
会長：吉成 浩子

午後1 ～２時 グループワーク

午後２時～３時30分 赤ちゃんのお世話 いきいき健康課　保健師
健康増進係長：大森 美紀子

午後３時30分～ 閉講式　　修了証書授与
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金婚記念祝金のご案内
　金婚（結婚50年）を迎えるご夫婦に対し、お二人の長寿のお
祝いと、長年にわたり夫婦で協力し合い社会に貢献されてきた
労をねぎらうことを目的に祝金を贈呈します。
　支給には申請が必要です。お二人の金婚のお祝いに、ぜひご
利用ください。

昭和51年4月1日～昭和52年3月31日までに結婚されたご夫婦で、次の要件を満たす方
●「金婚記念日」以前から引き続き10年以上の住民登録があること
●戸籍記載事項に基づき結婚50年を迎えられたご夫婦であること
※「挙式日」ではなく戸籍上の「婚姻日」が基準となります。ご注意ください。

対 象 者

［前期］11月（4月～9月に金婚を迎えるご夫婦）
［後期］３月（10月～3月に金婚を迎えるご夫婦）

支給予定

戸籍謄本、印鑑、通帳をお持ちのうえ福祉介護課窓口（総合会館内）でお手続きください。申請方法

金婚記念日１か月前まで申請期限

祝金（３万円）贈呈内容

結婚50年を迎えたご夫婦へ

■問い合わせ…福祉介護課　長寿社会係 ☎275-8784

おめでとうございます

　12月8日（月）、町
長室にて、文化庁
が実施する令和7
年度「地域文化功
労者表彰」を受賞
した田代孝氏（押
越）から、町長へ受
賞の報告が行われ
ました。
　田代氏は地域における文化財保護や芸術文化の
振興に長年尽力され、その功績が認められ、文化財
保護分野での受賞となりました。
　田代氏は、山梨県考古学協会名誉会長や昭和町
文化財審議会会長を務めるなど、地域文化の継承
と後進の育成に力を注いでこられました。町長から
はこれまでの功績に対する敬意とともに、今後も地
域文化の発展に尽力いただきたいとの言葉が贈ら
れました。

地域文化功労者表彰

　町では、次代を
担う中学生に税へ
の理解と関心を深
めてもらうことを
目的に、「税につい
ての作文」を募集
し、優秀な作品の
表彰を行っていま
す。
　12月2日（火）、町長室にて表彰式が行われ、押原
中学校の矢野梨々香さん（3年生）が町長賞を、石
原充貴さん（3年生）と小林祐貴さん（3年生・当日
は都合により欠席）が教育長賞を受賞しました。ま
た、あわせて1作品が優秀作品賞に選ばれました。
　表彰式では、塩澤町長から受賞者に向けて温か
いお祝いの言葉が贈られ、出席した生徒一人ひとり
に記念品が手渡されました。

税についての作文

　12月1日（月）、町長室
にて、山梨県スポーツ協
会体育功労者として表彰
を受けた齊藤 玲氏（築地
新居）から、町長へ受賞の
報告が行われました。齊
藤氏は、県内および地域
においてスポーツの普及・
発展に貢献し、50歳以上で10年以上の指導歴を有
するなどの条件を満たしたことから、小瀬武道館で
行われた表彰式において表彰されました。
　齊藤氏は、平成24年から山梨県ダンススポーツ
連盟の理事を務め、競技の普及に取り組むととも
に、研修会の開催などを通じて会員のダンス技術向
上に力を注いでいます。また、昭和町においても、令
和3年からスポーツ協会副会長、平成22年からス
ポーツ推進委員として活動されており、町のスポー
ツ振興に大きく貢献されています。

山梨県スポーツ協会体育功労者表彰

　11月26日（水）、第
73回山梨県社会福
祉大会が執り行わ
れ、民生委員・児童委
員の油川榮子氏（紙
漉阿原）、磯部幸廣氏
（築地新居）、桒原則
子氏（清水新居）、中
山恵子氏（清水新居）、民間社会福祉施設・団体役
職員の石水美穂氏（第二上河東保育園）、藤原萌氏
（押原こども園）、宮尾真歩氏（押原こども園）が、山
梨県社会福祉協議会長から表彰を受け、町長へ受
賞の報告を行いました（石水氏、藤原氏、宮尾氏は都
合により欠席）。この大会は民生委員・児童委員とし
て12年以上、民間社会福祉施設・団体役職員として
15年以上在籍し、山梨県の社会福祉の発展に功績
のあった個人・団体等を表彰し、感謝の意を表する
ため開催されるものです。

山梨県社会福祉協議会会長表彰認知症専門の相談が出来る場所です！

昭和町 認知症伴走型支援拠点  ひばり
　認知症伴走型支援拠点とは、認知症の人やその家族が、認知症の診断
を受けた直後や、認知症について気になることを相談できる場です。昨
年度から事業を開始し、当事者の方からも様々な声が聞かれ始めてい
ます。
　診断後の戸惑いや不安、どこで誰に話したらよいのか迷いますよね。
　そんな思いを話す場として、この拠点をご活用ください。

日　　　時 対面相談：毎月第２・４木曜日
 　　　　　午後１時30分～３時30分　
 電話相談：随時（平日の午前９時～午後４時）

場　　　所 介護老人保健施設  ひばり苑（飯喰1277）

対　　　象 昭和町在住の認知症の方とその家族、認知症について
 知りたい方　等

費　　　用 無料

問い合わせ 介護老人保健施設  ひばり苑　☎275-9511
 福祉介護課  地域包括支援センター　☎275-8784

この旗が目印！

10   広報 しょうわ　No.580



金婚記念祝金のご案内
　金婚（結婚50年）を迎えるご夫婦に対し、お二人の長寿のお
祝いと、長年にわたり夫婦で協力し合い社会に貢献されてきた
労をねぎらうことを目的に祝金を贈呈します。
　支給には申請が必要です。お二人の金婚のお祝いに、ぜひご
利用ください。

昭和51年4月1日～昭和52年3月31日までに結婚されたご夫婦で、次の要件を満たす方
●「金婚記念日」以前から引き続き10年以上の住民登録があること
●戸籍記載事項に基づき結婚50年を迎えられたご夫婦であること
※「挙式日」ではなく戸籍上の「婚姻日」が基準となります。ご注意ください。

対 象 者

［前期］11月（4月～9月に金婚を迎えるご夫婦）
［後期］３月（10月～3月に金婚を迎えるご夫婦）

支給予定

戸籍謄本、印鑑、通帳をお持ちのうえ福祉介護課窓口（総合会館内）でお手続きください。申請方法

金婚記念日１か月前まで申請期限

祝金（３万円）贈呈内容

結婚50年を迎えたご夫婦へ

■問い合わせ…福祉介護課　長寿社会係 ☎275-8784

おめでとうございます

　12月8日（月）、町
長室にて、文化庁
が実施する令和7
年度「地域文化功
労者表彰」を受賞
した田代孝氏（押
越）から、町長へ受
賞の報告が行われ
ました。
　田代氏は地域における文化財保護や芸術文化の
振興に長年尽力され、その功績が認められ、文化財
保護分野での受賞となりました。
　田代氏は、山梨県考古学協会名誉会長や昭和町
文化財審議会会長を務めるなど、地域文化の継承
と後進の育成に力を注いでこられました。町長から
はこれまでの功績に対する敬意とともに、今後も地
域文化の発展に尽力いただきたいとの言葉が贈ら
れました。

地域文化功労者表彰

　町では、次代を
担う中学生に税へ
の理解と関心を深
めてもらうことを
目的に、「税につい
ての作文」を募集
し、優秀な作品の
表彰を行っていま
す。
　12月2日（火）、町長室にて表彰式が行われ、押原
中学校の矢野梨々香さん（3年生）が町長賞を、石
原充貴さん（3年生）と小林祐貴さん（3年生・当日
は都合により欠席）が教育長賞を受賞しました。ま
た、あわせて1作品が優秀作品賞に選ばれました。
　表彰式では、塩澤町長から受賞者に向けて温か
いお祝いの言葉が贈られ、出席した生徒一人ひとり
に記念品が手渡されました。

税についての作文

　12月1日（月）、町長室
にて、山梨県スポーツ協
会体育功労者として表彰
を受けた齊藤 玲氏（築地
新居）から、町長へ受賞の
報告が行われました。齊
藤氏は、県内および地域
においてスポーツの普及・
発展に貢献し、50歳以上で10年以上の指導歴を有
するなどの条件を満たしたことから、小瀬武道館で
行われた表彰式において表彰されました。
　齊藤氏は、平成24年から山梨県ダンススポーツ
連盟の理事を務め、競技の普及に取り組むととも
に、研修会の開催などを通じて会員のダンス技術向
上に力を注いでいます。また、昭和町においても、令
和3年からスポーツ協会副会長、平成22年からス
ポーツ推進委員として活動されており、町のスポー
ツ振興に大きく貢献されています。

山梨県スポーツ協会体育功労者表彰

　11月26日（水）、第
73回山梨県社会福
祉大会が執り行わ
れ、民生委員・児童委
員の油川榮子氏（紙
漉阿原）、磯部幸廣氏
（築地新居）、桒原則
子氏（清水新居）、中
山恵子氏（清水新居）、民間社会福祉施設・団体役
職員の石水美穂氏（第二上河東保育園）、藤原萌氏
（押原こども園）、宮尾真歩氏（押原こども園）が、山
梨県社会福祉協議会長から表彰を受け、町長へ受
賞の報告を行いました（石水氏、藤原氏、宮尾氏は都
合により欠席）。この大会は民生委員・児童委員とし
て12年以上、民間社会福祉施設・団体役職員として
15年以上在籍し、山梨県の社会福祉の発展に功績
のあった個人・団体等を表彰し、感謝の意を表する
ため開催されるものです。

山梨県社会福祉協議会会長表彰認知症専門の相談が出来る場所です！

昭和町 認知症伴走型支援拠点  ひばり
　認知症伴走型支援拠点とは、認知症の人やその家族が、認知症の診断
を受けた直後や、認知症について気になることを相談できる場です。昨
年度から事業を開始し、当事者の方からも様々な声が聞かれ始めてい
ます。
　診断後の戸惑いや不安、どこで誰に話したらよいのか迷いますよね。
　そんな思いを話す場として、この拠点をご活用ください。

日　　　時 対面相談：毎月第２・４木曜日
 　　　　　午後１時30分～３時30分　
 電話相談：随時（平日の午前９時～午後４時）

場　　　所 介護老人保健施設  ひばり苑（飯喰1277）

対　　　象 昭和町在住の認知症の方とその家族、認知症について
 知りたい方　等

費　　　用 無料

問い合わせ 介護老人保健施設  ひばり苑　☎275-9511
 福祉介護課  地域包括支援センター　☎275-8784

この旗が目印！
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令和8年昭和町二十歳のつどい
　1月11日（日）、「令和8年昭和町二十歳のつどい」が昭和
町総合会館軽運動室で開催され、本町では228名が20歳を
迎え、式典には157名が出席しました。
　晴れ着やスーツに身を包んだ参加者は、友人や恩師との
久しぶりの再会を楽しんでいました。「誓いの言葉」では、
小関 遼さんが将来への思いや決意を力強く述べました。
　また、会場には10年後の30歳の自分へ宛てた手紙を投
函できるポストも設置され、参加者たちは思いを込めて手
紙を投函していました。

町の「地域情報」を紹介するコーナーです。あなたの身近な話題お待ちしています。
企画財政課 広報担当（☎ 275-8154） kikaku@town.yamanashi-showa.lg.jp

決意を新たに二十歳の節目　二十歳のつどい

新しい年へ、まっすぐな抱負

▲ 依田 結愛 さん ▲ ⻆野 杏奈 さん

令和8年昭和町新年互礼会
　1月5日（月）、昭和町総合会館軽運動室において、町内各
種団体の代表者の皆さんや町職員が出席し、令和8年昭和
町新年互礼会が開催されました。式では昨年に引き続き小
学生と中学生が登壇し、新年の抱負を発表しました。
　今年は押原中学校2年生の⻆野 杏奈さんと西条小学校6
年生の依田 結愛さんが、それぞれの目標や決意を自分の言
葉で語り、落ち着いた態度で話す姿に、会場からは温かい拍
手が送られました。

▲ 誓いの言葉を述べる
　 小関 遼さん

▲ 参加者を代表して記念品を受け取る
　 井口 里咲さん（左）　阿山 裕亮さん（右）
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